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一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
案
）

 
現
行
条
例
（
旧
）

 

(
個
人
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
録
の
申
込
等

) 
(
個
人
が
行
う
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
登
録
の
申
込
等

) 

第
7条
の
2
 
前
条
第

1
項
の
定
め
に
よ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
は
、
教
育
委
員
会
が
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織

(教
育
委
員
会
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
と
当
該
個
人
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続

し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

)を
使
用
し
、
又
は
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律

(平
成
2
5年
法
律
第

2

7
号

)第
2条
第

7項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
提
示
し
、
前
条
第

1項
に
規
定

す
る
登
録
を
申
し
込
み
、
当
該
申
込
内
容
に
記
録
さ
れ
た
個
人
を
識
別
で
き
る
情

報
(以
下
「
利
用
者
登
録
情
報
」
と
い
う
。

)
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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